
令和３年度 事業計画                   

Ⅰ 基本方針 

令和２年度は、コロナウイルスの猛威により、県老連においては予定していた活動計画の

中止や規模縮小を強いられることとなり、各市町村老連や単位クラブにおいてもほとんど活

動ができない状況におかれた。このため、会員同士のコミュニケーションの停滞、健康づく

り活動ができないことによる体力低下を招来し、また、地域においても様々な活動が中止さ

れることとなり、毎年行ってきた地域貢献の機会すらも奪われることとなった。しかし、こ

の経験こそが老人クラブの果たしている役割の重要性、老人クラブが高齢者にとっていかに

不可欠な存在であるかを再認識させてくれたのもまた事実である。 

人類は、まだコロナウイルスを完全に克服したわけではなく、今後少しずつ対抗手段を見

出していくものと思われるが、これからの老人クラブには、感染からの安全を確保しつつ健

康的な活動を継続していくという新たな命題が突きつけられているといえる。老人クラブは、

求められる新しい生活様式の中でどのような形で充実した老人クラブ活動を展開していく

のか日々模索することになるが、県老連は自らこれに対応していくとともに、情報や方向性

を提示していかなければならない。 

また、平成２４年４月、公益法人改革後の新法人となった県老連も令和３年度で１０年目

を迎える。新法人になるに当たり求められた公益目的支出計画はこれまで順調に実行してき

ているが、会員の減少に伴う会費収入その他収入全般の減少により毎年の支出計画の実行に

必要な額の８０％以上を資産からの取崩しに頼っている状況にある。このような厳しい財政

状況にあって、県老連はこれまでの事業内容を見直し、真に効果的で、かつ市町村老連、単

位クラブ及び会員が求める事業は何なのかを常に問い続け、事業改革を進めて行く姿勢が求

められている。 

このような視点から令和３年度の重点事項を定め、市町村老連、単位老人クラブ、そして

老人クラブ会員を支援し、老人クラブ活動を活性化するため、種々の事業を実施していくこ

ととする。 

Ⅱ 重点事項 

１ 新しい生活様式下における老人クラブ活動の展開 

⑴ 安全性の確保に向けた行動様式の市町村老連、単位クラブ等への情報提供 

⑵ 決してあきらめず、対策を講じた上での老人クラブ活動を実施 

⑶ コロナに負けない健康づくり 

２ 効率的・効果的な県老連事業への改革の推進 

⑴ 真に必要とされ、かつ効果的な事業を模索 

⑵ 補助金を最大限に活用し、より充実した事業を展開 

⑶ 持続可能な県老連を目指した経費の見直し 

Ⅲ 事業実施計画 



１ 老人クラブ会員増強運動の推進 

⑴ 会員増強対策基本方針に基づく事業の展開 

 ① 加入促進月間（９月）の一斉活動実施 

 ② 県老連会員増強促進委員会の開催 

 ③ 郡市町村老連会員加入増強促進研修会の開催 

 ④ 会員加入増強等老人クラブ顕彰の実施 

 ⑤ 新規入会勧誘パンフレットを活用した勧誘活動の展開 

⑵ 老人クラブ活性化の推進  

 ① 若手会員及び女性会員の老人クラブ活動への参画促進とリーダーの養成 

 ② 団塊の世代等若手会員の加入促進 

 ③ 魅力ある老人クラブ活動の企画立案 

２ 在宅福祉を支える友愛活動の推進 

 ① 友愛活動（声掛け、サロン、生活支援等）への積極的な取組 

 ② 高齢者相互支援研修会の開催 

 ③ 関係セミナーへの参加 

 ④ 活動事例の紹介 

 ⑤ 新地域支援事業への参画 

３ 健康づくり・介護予防のための事業の推進 

 ① 健康づくりリーダー養成講座の実施 

 ② 体力測定員養成講座の実施 

③ 郡市ふれあいスポーツフェスティバル開催への支援 

④ 健康ウォーキングの推進 

⑤ 健康づくり推進員の登録と活用推進 

４ 「老人の日・老人週間」の取り組み 

老人の日（９月１５日）と老人週間（９月１５日～２１日）に、全国一斉「社会奉仕の

日」(９月２０日）の活動をはじめ、「仲間と集い、高齢者の元気な姿を示そう！」をスロ

ーガンに、市町村老連と連携して取り組む。 

⑴ 啓発ポスターの作成配布 

⑵ 長寿新百歳への慶祝を行う。 

⑶ 全国一斉「社会奉仕の日」には、地域団体や地域住民と協力しつつ、様々なボランテ

ィア活動に取り組み、老人クラブの活動を地域にアピールする。 

５ 老人クラブリーダーの指導育成 

系統的な研修事業を通してリーダーの育成をはかるため、各種研修会への参画機会を確

保する。 

① 市町村単位老人クラブリーダー研修会（紀北地区、紀南地区）の開催 

② 老人クラブ人権・同和研修会（紀南地区）の開催 



③ 市町村老人クラブ女性リーダー研修会の開催 

④ 全老連主催の高齢者の健康づくり生活支援セミナーへの参加 

⑤ 全国老人クラブ大会への参加 

⑥ 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会の主催及び参加 

６ 女性部会の活動充実 

① 女性リーダー研修会の実施 

② 女性リーダー相互の情報共有 

７ 広報活動の推進 

⑴ 機関紙「ときめき」の発行（９月３０日及び３月３１日の年２回） 

⑵ 老人の日・老人週間・社会奉仕の日の活動実践についての啓発 

⑶ 老人福祉及び関連行事等のポスターの配布 

⑷ 地域の安全・安心を支える啓発活動の実施 

⑸ 老人クラブ会員加入促進月間（９月）における広報・啓発活動の充実強化 

８ 福利厚生等の普及促進 

⑴ 県老人クラブ傷害保険の組織的な普及促進 

⑵ 全国老人クラブ傷害保険の普及促進 

⑶ 福利厚生事業（ゆったりカード）会員の加入促進と契約施設の拡充 

⑷ 老人クラブ会員章、手帳、日誌及び会計簿の普及促進 

⑸ 高齢者福祉に関するビデオ及び紙芝居の貸出し並びに優良図書の斡旋、懐かしの愛唱

歌集等の販売促進 

９ 法人組織の運営 

⑴ 役員会の開催（①理事会、②評議員会、③監事会、④会長、副会長会議） 

⑵ 部会の開催（①女性部会、②保健・体育部会） 

⑶ 郡市町村老人クラブ連合会会長・事務局長会議及び事務担当者会議の開催 

⑷ 老人クラブ育成功労、優良老人クラブ及び模範老人及び敬老篤行者への表彰等の実施  

１０ 公益目的支出計画に基づいた事業の実施 

   公益目的支出計画に基づき、高齢者福祉に関する所定の事業を実施する。 

１１ 行政及び関係機関、団体等との連携 

⑴ 全国老人クラブ連合会及び近畿老人クラブ連絡協議会との連携 

⑵ 行政及び関係機関、団体等との連携 

⑶ 交通事故をなくする県民運動推進協議会への参加と協力 

  


